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犬
や
猫
の
鳴
き
声
や
フ
ン
尿
等
を
め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル

が
多
発
し
て
お
り
、
有
効
な
対
策
が
な
い
こ
と
か

ら
大
き
な
社
会
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
『
一
部
の
心
な
い
飼
い
主
』
が
、
散
歩
の
と
き
、
個
人

の
敷
地
や
畑
・
道
路
や
公
園
、
堤
防
な
ど
に
排
泄
さ
れ
た

フ
ン
尿
を
始
末
し
な
か
っ
た
り
、
屋
外
で
ブ
ラ
ッ
シ
ン
グ

を
お
こ
な
い
抜
毛
を
放
置
し
て
い
く
な
ど
、
多
く
の
市
民

に
不
愉
快
な
思
い
を
さ
せ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
き
ち
ん
と

後
始
末
を
し
て
い
る
飼
い
主
も
、
疑
い
の
目
で
見
ら
れ
て

し
ま
う
と
い
う
被
害
に
遭
っ
て
い
ま
す
。

　

飼
い
主
の
マ
ナ
ー
違
反
は
、
み
ん
な
の
迷
惑
で
す
。

● 

散
歩
な
ど
は
、
道
路
や
公
園
・
他
人
の
敷
地
な
ど
を
汚

さ
な
い
よ
う
フ
ン
や
お
し
っ
こ
を
さ
せ
て
か
ら
連
れ
て

行
き
ま
し
ょ
う
。

● 

フ
ン
を
し
て
し
ま
っ
た
ら

飼
い
主
が
責
任
を
も
っ
て

持
ち
帰
り
ま
し
ょ
う
。

● 

ブ
ラ
ッ
シ
ン
グ
は
自
宅
で

お
こ
な
い
、
抜
毛
は
き
ち

ん
と
始
末
し
ま
し
ょ
う
。

● 

交
通
事
故
の
危
険
回
避
や

近
隣
ト
ラ
ブ
ル
を
避
け
る

た
め
に
も
、
猫
は
室
内
で

飼
い
ま
し
ょ
う
。

平成23年度

飼い主の義務です！犬の登録と予防注射

狂犬病予防
集合注射

生後 91日以上の犬（小型犬・室内犬も含む）について、
登録と年 1回の狂犬病予防注射を受けることは飼い主

の義務です。年 1回注射を受け
ないと法律違反になります。
　次のとおり登録と注射を行い
ますので、都合の良い会場へ愛
犬と一緒にお出かけください。

■予防注射だけを受ける人■
　　持ち物…①案内はがき（受付票）
　　　　　　②愛犬手帳または愛犬カード
　　　　　　③注射料 3,320 円（1頭）
■登録と予防注射を受ける人■
　　持ち物…6,320 円（1頭）
　　　　　　（登録料 3,000 円＋注射料 3,320 円）

と　き ところ

4月 9日
（土）

9：00 ～ 11：00 韮山庁舎
13：00～ 14：00 大仁庁舎
14：30～ 15：00 ＪＡ伊豆の国本店

4 月 13 日
（水）

9：00 ～ 9：30 星和立花管理事務所
9：45～ 10：15 中公民館
10：30～ 11：00 四日町公民館
13：00～ 13：40 奈古谷公民館
14：00～ 14：25 エメラルドタウン管理組合事務所
14：45～ 15：00 高原公民館

4 月 14 日
（木）

9：00 ～ 9：20 守木公民館
9：35～ 9：45 宗光寺公民館

10：05～ 10：35 中條公民館
10：50～ 11：10 寺家公民館
13：00～ 13：30 千代田公民館
13：45～ 14：15 第 4分団南江間詰所＊
14：30～ 15：00 長岡区民館

と　き ところ

4月 15 日
（金）

9：00 ～ 9：10 田中山公民館
9：25～ 9：50 浮橋公民館

10：05～ 10：15 田原野公民館
10：30～ 10：40 長者原公民館
11：00～ 11：15 下畑公民館
13：00～ 13：30 三福公民館
13：50～ 14：10 大仁公民館
14：30～ 14：45 中島公民館
15：00～ 15：10 神島集会センター

4 月 16 日
（土）

9：00 ～ 9：30 原木公民館
9：50～ 10：20 江間防災センター
10：40～ 11：10 総合会館南側駐車場
13：00～ 13：20 天野公民館
13：40～ 14：40 伊豆長岡庁舎

＊旧伊豆長岡 6分団詰所

■愛犬が死亡・不明の場合■
　 　集合注射会場か環境衛生課、各庁舎市民課に鑑札と狂
犬病予防注射済票を返納し、死亡届を提出してください。

問合せ　環境衛生課　☎ 055-949-6805
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私
た
ち
の
生
活
に
密
接
に
つ
な

が
っ
て
い
る
水
は
、
事
業
所
や

家
庭
で
使
わ
れ
、
汚
れ
た
水
と
し
て
河

川
に
排
出
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
川
の

汚
れ
の
主
な
原
因
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
お
お
も
と
の
水
道
水
は
、

河
川
や
井
戸
な
ど
の
地
表
水
か
ら
取
ら

れ
る
の
で
、『
汚
れ
』
の
観
点
か
ら
す

る
と
、私
た
ち
の
家
庭
が
水
源
で
あ
り
、

水
の
出
発
点
と
言
え
ま
す
。

　

環
境
衛
生
課
で
は
、
地
域
環
境
保
全

の
推
進
の
一
環
と
し
て
、
市
内
河
川
の

水
質
調
査
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

家
庭
か
ら
汚
れ
た
水
を
流
さ
な
い
こ

と
が
河
川
の
水
質
の
改
善
に
つ
な
が
り

ま
す
。
き
れ
い
な
水
の
循
環
の
た
め
に

も
、
皆
さ
ん
一
人
ひ
と
り
の
賢
い
対
応

を
お
願
い
し
ま
す
。

報
告
し
ま
す
！
平
成
22
年
度
河
川
水
質
調
査
結
果

わ
が
家
が
水
源

地　区 河川名 測定点 ＢＯＤ値（前年比）
＊注 1[mg/L]

判定（前年比）
＊注 2

大仁地区

深沢川
  1. 上流（市民の森付近）
  2. 中流（小草原下橋付近）
  3. 下流（鍋沢川神田橋ひ管上流）

  0.6（± 0.0）
  0.9（＋ 0.1）
  1.0（± 0.0）

ＡＡ（→）
ＡＡ（→）
ＡＡ（→）

浮橋川   4. 下流（浮橋  脇田橋）   0.7（－ 0.4） ＡＡ（↑）

宗光寺川   5. 上流（宗光寺浄水施設横）
  6. 中流（宗光寺川・狩野川合流個所上流）

  0.7（－ 0.1）
  1.2（－ 0.9）

ＡＡ（→）
　Ａ（↑）

山田川   7. 下流（田京字大庭・田京山田字界）  1.1（－ 1.4） 　Ａ（↑）

谷戸川   8. 中流（守木平石地区）
  9. 下流（宗光寺川との合流箇所前）

  0.8（＋ 0.1）
  1.6（－ 0.1）

ＡＡ（→）
　Ａ（→）

鍋沢川 10. 中流（鍋沢市営住宅横）
11. 下流（神田橋ひ管口）

11.4（＋ 10.1）
  2.3（＋ 0.1）

Ｅ＜（↓↓↓↓）
　Ｂ（→）

神島川 12. 下流（伊豆長岡水源地横）   1.0（－ 0.5） ＡＡ（↑）
蛇田川 13. 下流（神島  小山田川合流前）   1.1（－ 0.2） 　Ａ（→）
山田川 14. 下流（神島字小室  小室橋）   0.9（＋ 0.1） ＡＡ（→）
古川 15. 上流（田原野  川尻橋付近）   0.9（＋ 0.2） ＡＡ（→）
年川 16. 上流（長者原  伊豆市境付近）   1.3（± 0.0） 　Ａ（→）

伊豆長岡

地区

江間川   1. 下流（矢崎ひ管前）
  2. 下流（江間ひ管前）

  6.8（－ 2.7）
  9.2（－ 1.1）

　Ｄ（↑）
　Ｅ（↑）

長岡川   3. 下流（大堤川合流前）   1.9（－ 1.7） 　Ａ（↑↑）
大堤川   4. 下流（長岡湯本バス停付近）   6.0（－ 0.3） 　Ｄ（→）
別所川   5. 下流（国道 414 号福祉園バス停付近）   1.0（－ 1.1） ＡＡ（↑↑）
戸沢川   6. 下流（長岡庁舎東側付近）   1.9（－ 0.2） 　Ａ（↑）
長瀬川   7. 下流（国道 414 号市役所交差点南）  1.6（－ 1.6） 　Ａ（↑↑）
楠用水   8. 上流（墹之上楠用水ポンプ場北側）   7.5（－ 5.2） 　Ｄ（↑↑）
古奈川   9. 下流（古奈ひ管口）   2.5（－ 0.5） 　Ｂ（→）
天野原川 10. 下流（富士見  堰口ひ管前）   2.5（＋ 0.4） 　Ｂ（→）

韮山地区

古川   1. 上流（韮山反射炉横）
  2. 中流（南條橋）

  0.7（＋ 0.1）
  1.1（－ 1.0）

ＡＡ（→）
　Ａ（↑）

洞川   3. 上流（南條  真如入口付近）   3.3（＋ 1.2） 　Ｃ（↓）

堂川   4. 上流（山木簡水第一水源地付近）
  5. 下流（長崎排水機場）

  0.8（＋ 0.2）
  2.0（－ 0.5）

ＡＡ（→）
　Ａ（↑）

毘沙門川   6. 上流（奈古谷  毘沙門堂付近）
  7. 下流（奈古谷  毘沙門排水機場）

  0.7（－ 0.1）
  1.9（± 0.0）

ＡＡ（→）
　Ａ（→）

舟口川   8. 上流（奈古谷  駒の湯温泉付近）
  9. 下流（奈古谷  リサイクルプラザ入口）

  1.0（＋ 0.3）
  1.8（－ 0.1）

ＡＡ（→）
　Ａ（→）

調査は、平成 22年 7月と平成 23年 1月に実施、ＢＯＤは 2回の平均値

※ ＢＯＤ値は、採取時期や気候等の条件により多少変動があります。なお、
詳細なデータは、環境衛生課（韮山庁舎）窓口でご覧いただけます。

ＢＯＤ濃度 判定 慣用語
1mg/L 以下 ＡＡ 非常にきれい
1～ 2mg/L 　Ａ きれい
2～ 3mg/L 　Ｂ やや汚れている
3～ 5mg/L 　Ｃ 汚れている
5～ 8mg/L 　Ｄ 非常に汚れている
8～ 10mg/L 　Ｅ 非常に汚れている

上表の補足説明
＊注 1　BOD値って何？
　生物化学的酸素要求量のこと。水は、水中の微
生物が汚れの物質を分解することで、きれいにな
る浄化作用があります。その分解のときに消費す
る酸素の量を表したのが BOD値。汚れがひどいほ
どたくさんの酸素を必要としますので、値が大き
いほど水が汚れていることになります。
＊注 2　判定基準は右表のとおり（河川の「生
活環境の保全に関する環境基準」による）

問合せ　環境衛生課　☎ 055-949-6805


